
 
横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交付要綱 新旧対照表 

現 行 改正案 改正内容 
横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交

付要綱 

 

制定 平成 30年３月 28日 健高健第 1257

号（健康福祉局長決裁） 

最近改定令和５年３月 31日 健高健第 1810

号 (健康福祉局長決裁） 

 

第１条 省略 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、

補助金規則に定めるもののほか、次のとお

りとする。 

２ 介護施設とは、次の各号に掲げる施設

をいう。 

(1) 特別養護老人ホーム（介護保険法第８

条第 25項に規定する「指定介護老人福祉施

設」） 

 

横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交

付要綱 

 

制定 平成 30年３月 28日 健高健第 1257

号（健康福祉局長決裁） 

最近改定令和６年３月 29日 健高健第 1685

号 (健康福祉局長決裁） 

 

第１条 省略 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、

補助金規則に定めるもののほか、次のとお

りとする。 

２ 介護施設とは、次の各号に掲げる施設

をいう。 

(1) 特別養護老人ホーム（介護保険法第８

条第 22項に規定する「地域密着型介護老人

福祉施設」及び同条第 27項に規定する「介

護老人福祉施設」） 

 

 

 

 

 

最近改訂の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
(2) 介護老人保健施設（介護保険法第８条

第 25項に規定する「介護老人保健施設」） 

 

 

(3) 養護老人ホーム（老人福祉法第 20条

の４に規定する「養護老人ホーム」） 

(4) 介護付有料老人ホーム（老人福祉法第

29条に規定する「有料老人ホーム」のうち

介護保険法第８条 11項に規定する「特定施

設入居者生活介護」の指定を受けた施設） 

(5) ケアハウス（老人福祉法第 20条の６

に規定する「軽費老人ホーム」のうち介護

保険法第８条 11項に規定する「特定施設入

居者生活介護」の指定を受けた施設） 

(6) 認知症高齢者グループホーム（介護保

険法第８条 20項に規定する「認知症対応型

共同生活介護」） 

(7) ショートステイ（老人福祉法第 20条

の３に規定する「老人短期入所施設」） 

３ インターンとは、在留資格「特定活

動」（出入国管理及び難民認定法第七条第一

項第二号の規定に基づき同法別表第一の五

(2) 介護老人保健施設（介護保険法第８条 

第 25項に規定する「介護老人保健施設」） 

(3) 介護医療院（介護保険法第８条第 29

項に規定する「介護医療院」） 

(4) 養護老人ホーム（老人福祉法第 20条

の４に規定する「養護老人ホーム」） 

(5) 介護付有料老人ホーム（老人福祉法第

29条に規定する「有料老人ホーム」のうち

介護保険法第８条 11項に規定する「特定施

設入居者生活介護」の指定を受けた施設） 

(6) ケアハウス（老人福祉法第 20条の６

に規定する「軽費老人ホーム」のうち介護

保険法第８条 11項に規定する「特定施設入

居者生活介護」の指定を受けた施設） 

(7) 認知症高齢者グループホーム（介護保

険法第８条第 20項に規定する「認知症対応

型共同生活介護」） 

(8) ショートステイ（老人福祉法第 20条

の３に規定する「老人短期入所施設」） 

３ インターンとは、在留資格「特定活

動」（出入国管理及び難民認定法第七条第一

項第二号の規定に基づき同法別表第一の五

 

 

対象施設の追加 

 

番号の繰上げ 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

番号の繰上げ 

追記 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
の表の下欄に掲げる活動を定める件第９

号）により入国し、介護実習を受ける者を

いう。 

４ 介護留学生とは、介護福祉士の合格を

目指し、日本語学校や介護福祉士養成校に

通い、日本の介護施設での就労を目指す者

をいう。 

 

第３条 省略 

 

（補助金交付対象者） 

第４条 補助金の交付対象は、介護施設を

経営する者であって、次の各号のすべてに

該当する者（以下「事業実施者」という。）

とする。 

(1) 事業実施者が第６条で定める補助対象

住居を借り上げていること。 

(2) 当該事業実施者が第５条で定める補助

対象介護職員を前号の補助対象住居に居住

させていること。補助対象介護職員が補助

対象住居に複数で居住する場合には、補助

対象介護職員１名につき１居室（リビン

の表の下欄に掲げる活動を定める件第９

号）により入国し、介護実習を受ける者を

いう。 

４ 介護留学生とは、介護福祉士の合格を

目指し、日本語学校や介護福祉士養成施設

に通い、日本の介護施設での就労を目指す

者をいう。 

 

第３条 省略 

 

（補助金交付対象者） 

第４条 補助金の交付対象は、介護施設を

経営する者であって、次の各号のすべてに

該当する者（以下「事業実施者」という。）

とする。 

(1) 事業実施者が第６条で定める補助対象

住居を借り上げていること。 

(2) 当該事業実施者が第５条で定める補助

対象介護職員を前号の補助対象住居に居住

させていること。補助対象介護職員が補助

対象住居に複数で居住する場合には、補助

対象介護職員１名につき１居室（リビン

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
グ・ダイニング等の共用部分を除く）を確

保すること。 

(3) 住居借上費用を本人に負担を求めない

こと。ただし、事業実施者の負担額が本市

の補助額を超える場合には、越えた額の範

囲内で本人に負担を求めることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる事業実施者は、補助の対象としない。 

(1) 不正又は不誠実な行為法令等に抵触す

るおそれがある者であって、現に関係機関

が事実関係を調査中であるなど、本市の補

助金交付相手方とすることにより市民の信

頼を損ねると判断される者 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（以下「法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のう

ちに暴力団員（法第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下この項において同

じ。） に該当する者があるもの 

 

（補助対象介護職員の要件） 

グ・ダイニング等の共用部分を除く）を確

保すること。 

(3) 住居借上費用を本人に負担を求めない

こと。ただし、事業実施者の負担額が本市

の補助額を超える場合には、超えた額の範

囲内で本人に負担を求めることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる事業実施者は、補助の対象としない。 

(1) 不正又は不誠実な行為法令等に抵触す

るおそれがある者であって、現に関係機関

が事実関係を調査中であるなど、本市の補

助金交付相手方とすることにより市民の信

頼を損ねると判断される者 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（以下「法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のう

ちに暴力団員（法第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。） に該当する者があるも

の 

 

（補助対象介護職員の要件） 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
第５条 補助対象介護職員は、介護施設に

勤務している常勤介護職員、インターン及

び介護留学生のうち、次の各号のいずれか

に該当する者とする。ただし、インターン

は１日６時間以上かつ月 20日以上勤務して

いる者とし、介護留学生は出入国管理及び

難民認定法施行規則第十九条第五項に定め

る範囲内での就労をしている者とする。 

(1) 令和５年度以降に新規で補助対象介護

職員となる者 

事業実施者の雇用開始日が属する会計年度

から起算して、３年目の会計年度末までの

者とする。 

(2) 令和４年度以前から継続して補助対象

介護職員となる者 

事業実施者の雇用開始日が属する会計年度

から起算して、５年目の会計年度末までの

者とする。 

２ 補助対象介護職員は、補助対象住居近

隣の自治会等で地域活動をすることとす

る。 

 

第５条 補助対象介護職員は、介護施設に

勤務している常勤介護職員、インターン及

び介護留学生のうち、次の各号のいずれか

に該当する者とする。ただし、インターン

は１日６時間以上かつ月 20日以上勤務して

いる者とし、介護留学生は出入国管理及び

難民認定法施行規則第 19条第５項に定める

範囲内で就労をしている者とする。 

(1) 令和５年度以降に新規で補助対象介護

職員となる者 

事業実施者の雇用開始日が属する会計年度

から起算して、３年目の会計年度末までの

者とする。 

(2) 令和４年度以前から継続して補助対象

介護職員となる者 

事業実施者の雇用開始日が属する会計年度

から起算して、５年目の会計年度末までの

者とする。 

２ 補助対象介護職員は、補助対象住居の

近隣の自治会等で地域活動をすることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
（補助対象住居の要件） 

第６条 補助対象住居は、都市再生機構、

神奈川県住宅供給公社及び横浜市住宅供給

公社が管理する市内の住居（以下、「UR等の

住居」という。）とする。ただし、施設の近

隣（半径１㎞以内）に UR等の住居がない場

合、空きがない場合、又は民間賃貸住宅と

比べて賃借料、共益費（管理費）の合計額

が高額な場合には、市長と協議の上、市内

の民間賃貸住宅も補助対象住居とする。 

２ 前項ただし書きの規定により補助対象

住居として認められた住居は、当該住居の

契約が継続している間は、前項の規定にか

かわらず補助対象住居とする。 

 

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、月単位であり、

月の初日から末日まで補助対象要件を満た

している期間である。ただし、交付決定

後、補助対象介護職員の転居等により月の

途中で補助対象要件を満たさなくなる場合

は、その日までを補助対象期間とし、補助

（補助対象住居の要件） 

第６条 補助対象住居は、都市再生機構、

神奈川県住宅供給公社及び横浜市住宅供給

公社が管理する市内の住居、又は市内の民

間賃貸住宅とする。ただし、事業実施者が

所有する住居は、対象とならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、月単位とし、月

の初日から末日まで補助対象要件を満たし

ている期間とする。ただし、交付決定後、

補助対象介護職員の転居等により月の途中

で補助対象要件を満たさなくなる場合は、

その日までを補助対象期間とし、補助対象

 

運用の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の変更による削除 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
対象経費は日割りにより算出する。 

２ 前項で定める期間は、第 10条１項に定

める提出期限までに申請のあった月以降と

する。 

 

 

 

第８条～第９条 省略 

 

（交付申請） 

第 10条 補助金規則第５条第１項の規定に

より市長が定める補助金交付申請書（以下

「申請書」という。）の提出期限は、毎月末

日までとする。 

２ 補助金規則第５条第１項の規定により

補助金の交付を受けようとする者は、横浜

市介護職員住居借上支援事業補助金交付申

請書（第１号様式、別紙１及び別紙２）

に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長

へ申請するものとする。 

 

 

経費は日割りにより算出する。 

２ 前項で定める期間は、第 10条１項に定

める提出期限までに申請のあった月以降と

する。ただし、補助対象介護職員の退職等

により補助金額を減額する場合は、変更事

由が発生した日に遡って対象とする。 

 

第８条～第９条 省略 

 

（交付申請） 

第 10条 補助金規則第５条第１項の規定に

より市長が定める補助金交付申請書（以下

「申請書」という。）の提出期限は、毎月末

日までとする。 

２ 補助金規則第５条第１項の規定により

補助金の交付を受けようとする者は、横浜

市介護職員住居借上支援事業補助金交付申

請書（第１号様式、別紙１及び別紙２）

に、補助金規則第５条第２項第１号及び第

３号に基づく書類となる横浜市介護職員住

居借上支援事業計画書及び収支予算書（第

２号様式及び別紙）を添えて、市長へ申請

 

 

 

運用の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式変更に伴う文言の修正 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
 

(1) 補助金規則第５条第２項第１号に基づ

く書類 

 横浜市介護職員住居借上支援事業計画書

及び収支予算書（第２号様式及び別紙） 

(2) 補助金規則第５条第２項第３号に基づ

く書類 

横浜市介護職員住居借上支援事業収支予算

書（第３号様式） 

３ 補助金規則第５条第２項第５号の規定

により市長が必要と認める補助金交付申請

書への添付書類は、不動産賃貸借契約書及

び雇用証明書（第 12号様式）とする。 

４ 第６条第２項に該当する場合には、民

間賃貸住宅利用理由書（第 14号様式）を添

付することとする。 

５ 補助金規則第５条第３項の規定によ

り、市長が補助金交付申請書への記載又は

添付を省略させることができる事項及び書

類は、同規則第５条第２項第２号に定める

ものとする。 

 

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補助金規則第５条第２項第５号の規定

により市長が必要と認める補助金交付申請

書への添付書類は、不動産賃貸借契約書及

び雇用証明書（第 10号様式）とする。 

 

 

 

４ 補助金規則第５条第３項の規定によ

り、市長が補助金交付申請書への記載又は

添付を省略させることができる事項及び書

類は、同規則第５条第２項第２号に定める

ものとする。 

 

 

様式変更に伴う削除 

 

 

 

様式変更に伴う削除 

 

 

 

 

 

 

番号の繰上げ 

運用の変更に伴う削除 

 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
（交付決定通知） 

第 11条 市長は、第 10条に基づく申請書

類を審査し、適正と認められる場合には、

横浜市介護職員住居借上支援事業補助金交

付決定通知書（第４号様式）をもって、交

付を決定する。 

２ 市長は、第 10条に基づく申請書類を審

査し、適正と認められない場合には、横浜

市介護職員住居借上支援事業補助金不交付

決定通知書（第５号様式）をもって、不交

付を決定する。 

 

（事業の変更等） 

第 12条 事業実施者は、交付決定後に、内

容に変更が生じた場合には、変更が生じた

月の末日までに横浜市介護職員住居借上支

援事業補助金変更承認申請書（第 11号様式

及び別紙）により、市長の承認を受けなけ

ればならない。期限を経過してから申請書

を提出した場合には、第３項以下に規定の

とおり取り扱うこととする。 

２ 事業の変更においても第７条第１項の

（交付決定通知） 

第 11条 市長は、前条に基づく申請書類を

審査し、適正と認められる場合には、横浜

市介護職員住居借上支援事業補助金交付決

定通知書（第３号様式）をもって、交付を

決定する。 

２ 市長は、前条に基づく申請書類を審査

し、適正と認められない場合には、横浜市

介護職員住居借上支援事業補助金不交付決

定通知書（第４号様式）をもって、不交付

を決定する。 

 

（事業の変更等） 

第 12条 事業実施者は、交付決定後に、内

容に変更が生じた場合には、変更が生じた

月の末日までに横浜市介護職員住居借上支

援事業補助金変更承認申請書（第９号様式

及び別紙）を提出するものとする。ただ

し、期限を経過してから申請書を提出した

場合には、第３項以下に規定のとおり取り

扱うこととする。 

２ 事業の変更においても第７条第１項の

 

文言の修正 

 

 

番号の繰上げ 

 

文言の修正 

 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

 

 

 

番号の繰上げ 

文言の修正 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
規定と同様に、補助対象期間は、月単位で

あり、月の初日から末日まで補助対象要件

を満たす期間から変更を認めることとす

る。ただし、交付決定後、補助対象介護職

員の転居等により月の途中で補助対象要件

を満たさなくなる場合は、その日までを補

助対象期間とし、補助対象経費は日割りに

より算出する。 

３ 変更が補助対象介護職員の追加に係る

内容であって、月の途中から補助対象要件

を満たした場合には、当該月の翌月から補

助対象とする。また、すでに補助対象介護

職員が居住している住居に入居する場合に

は、当該月の翌月から入居人数に含め補助

金を算定する。期限を経過してから申請書

を提出した場合には、提出した日を含む月

から補助対象介護職員とし、同月から入居

人数に含め補助金を算定する。 

４ 変更が補助対象介護職員の減少に係る

内容であって、月の途中から補助対象要件

を満たさなくなる場合には、その日までを

補助対象とし、補助対象経費は日割り計算

規定と同様に、補助対象期間は、月単位と

し、月の初日から末日まで補助対象要件を

満たす期間から変更を認めることとする。

ただし、交付決定後、補助対象介護職員の

転居等により月の途中で補助対象要件を満

たさなくなる場合は、その日までを補助対

象期間とし、補助対象経費は日割りにより

算出する。 

３ 変更が補助対象介護職員の追加に係る

内容であって、月の途中から補助対象要件

を満たした場合には、当該月の翌月から補

助対象とする。また、すでに補助対象介護

職員が居住している住居に入居する場合に

は、当該月の翌月から入居人数に含め補助

金を算定する。ただし、期限を経過してか

ら申請書を提出した場合には、提出した日

を含む月から補助対象介護職員とし、同月

から入居人数に含め補助金を算定する。 

４ 変更が補助対象介護職員の減少に係る

内容であって、月の途中から補助対象要件

を満たさなくなる場合には、その日までを

補助対象とし、補助対象経費は日割り計算

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
する。減少する職員の住居に他の補助対象

介護職員が居住している場合には、減少す

る職員を当該月まで入居人数に含め補助金

を算定する。期限を経過してから申請書を

提出した場合には、減少した職員は減少し

た日以降補助対象外となるが、提出した日

を含む月の前月まで減少する職員を入居人

数に含め他の補助対象介護職員の補助金を

算定する。 

５ 変更が補助対象介護職員の補助対象住

居間の転居に係る内容であって、月の途中

で転居する場合には、転居前の補助対象経

費を日割り計算し補助金を算定する。転居

後の住居においては転居の翌月から補助対

象介護職員とする。転居前の住居に他の補

助対象介護職員が居住している場合には、

転居する職員は転居の日以降補助対象外と

なるが、転居のあった月まで入居人数に含

め他の補助対象介護職員の補助金を算定す

る。転居後の住居に他の補助対象介護職員

が居住している場合には、転居の翌月から

入居人数に含め補助金を算定する。ただ

する。減少する職員の住居に他の補助対象

介護職員が居住している場合には、減少す

る職員を当該月まで入居人数に含め補助金

を算定する。ただし、期限を経過してから

申請書を提出した場合には、減少した職員

は減少した日以降補助対象外となるが、提

出した日を含む月の前月まで減少する職員

を入居人数に含め他の補助対象介護職員の

補助金を算定する。 

５ 変更が補助対象介護職員の補助対象住

居間の転居に係る内容であって、月の途中

で転居する場合には、転居前の補助対象経

費を日割り計算し補助金を算定する。転居

後の住居においては転居の翌月から補助対

象介護職員とする。転居前の住居に他の補

助対象介護職員が居住している場合には、

転居する職員は転居の日以降補助対象外と

なるが、転居のあった月まで入居人数に含

め他の補助対象介護職員の補助金を算定す

る。転居後の住居に他の補助対象介護職員

が居住している場合には、転居の翌月から

入居人数に含め補助金を算定する。ただ

 

 

 

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
し、期限を経過してから申請書を提出した

場合には、転居前の住居において転居した

職員は転居した日以降補助対象外となる

が、提出した日を含む月の前月まで入居人

数に含め他の補助対象介護職員の補助金を

算定する。転居後の住居において転居した

職員は提出した日を含む月から入居人数に

含め補助金を算定する。 

６ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の追加に係る内容であって、月の途中から

追加する場合には、追加が生じた月におい

て追加の前後で補助対象経費を日割り計算

し、追加の日から入居人数に含め補助金を

算定する。 

７ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の減少に係る内容であって、月の途中から

減少する場合には、当該月まで入居人数に

含め補助金を算定する。期限を経過してか

ら申請書を提出した場合には、提出した日

を含む月の前月まで入居人数に含め補助金

を算定する。 

８ 変更が契約更新に係る内容であって、

し、期限を経過してから申請書を提出した

場合には、転居前の住居において転居した

職員は転居した日以降補助対象外となる

が、提出した日を含む月の前月まで入居人

数に含め他の補助対象介護職員の補助金を

算定する。転居後の住居において転居した

職員は提出した日を含む月から入居人数に

含め補助金を算定する。 

６ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の追加に係る内容であって、月の途中から

追加する場合には、追加が生じた月におい

て追加の前後で補助対象経費を日割り計算

し、追加の日から入居人数に含め補助金を

算定する。 

７ 変更が補助対象介護職員以外の居住者

の減少に係る内容であって、月の途中から

減少する場合には、当該月まで入居人数に

含め補助金を算定する。ただし、期限を経

過してから申請書を提出した場合には、提

出した日を含む月の前月まで入居人数に含

め補助金を算定する。 

８ 変更が契約更新に係る内容であって、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
事業が継続する場合には、変更が生じた月

において変更の前後で補助対象経費を日割

り計算する。ただし、期限を経過してから

申請書を提出した場合には、更新前までは

補助対象となるが、更新後は提出した日を

含む月から補助対象となる。 

９ 補助金規則第７条第１号の規定によ

り、市長が定める軽微な変更は、不動産賃

貸借契約の更新で賃料の変更がない場合

等、居住する補助対象介護職員に変更がな

く、かつ補助対象経費に変更がない場合と

する。 

 

10 第１項による申請を承認することを決

定したときは、住居借上支援事業変更承認

書（第 13号様式）により行うものとする。 

 

第 13条 省略 

 

（実績報告） 

第 14条 補助金規則第 14条第１項の規定

により市長が定める事業実績報告の期限

事業が継続する場合には、変更が生じた月

において変更の前後で補助対象経費を日割

り計算する。ただし、期限を経過してから

申請書を提出した場合には、更新前までは

補助対象となるが、更新後は提出した日を

含む月から補助対象となる。 

９ 補助金規則第７条第１号の規定におけ

る市長の定める軽微な変更は、居住する補

助対象介護職員に変更がなく、かつ補助対

象経費に変更がない場合や、補助対象介護

職員の退職や転出により、当初の交付決定

額よりも、変更後の補助金額が減額となる

場合とする。 

10 第１項による申請を承認することを決

定したときは、住居借上支援事業変更承認

書（第 13号様式）により行うものとする。 

 

第 13条 省略 

 

（実績報告） 

第 14条 補助金規則第 14条第１項の規定

により市長が定める事業実績報告は、事業

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

運用変更による文言の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
は、事業年度が終了した日又は事業が中止

した日の翌日から 14日以内とする。 

２ 補助金規則第 14条第１項の規定により

市長が定める事業実績報告に用いる書類

は、次の各号に定める書類を用いなければ

ならない。 

(1) 補助金規則第 14条第１項第１号に基

づく書類 

横浜市介護職員住居借上支援事業補助金実

績報告書（第６号様式） 

(2) 補助金規則第 14条第１項第１号に基

づく書類 

横浜市介護職員住居借上支援事業実績報告

書（第７号様式及び別紙） 

(3) 補助金規則第 14条第１項第２号に基

づく書類 

横浜市介護職員住居借上支援事業収支決算

書（第８号様式） 

３ 市長が必要と認める補助金実績報告書

への添付書類は、雇用証明書（第 12号様

式）、住民票、転出届出書記載事項証明又は

住民票除票等の補助対象期間の開始から終

年度が終了した日又は事業が中止した日の

翌日以降速やかに提出するものとする。 

２ 補助金規則第 14条第１項の規定により

市長が定める事業実績報告に用いる書類

は、次の各号に定める書類を用いなければ

ならない。 

(1) 補助金規則第 14条第１項第１号及び

２号に基づく書類 

横浜市介護職員住居借上支援事業補助金実

績報告書及び収支決算書（第５号様式） 

(2) 補助金規則第 14条第１項第１号に基

づく書類 

横浜市介護職員住居借上支援事業実績報告

書（第６号様式及び別紙） 

 

 

 

 

３ 市長が必要と認める補助金実績報告書

への添付書類は、雇用証明書（第 12号様

式）、住民票、転出届出書記載事項証明又は

住民票除票等の補助対象期間の開始から終

 

文言の修正 

 

 

 

 

様式変更に伴う修正 

 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

番号の繰上げ 

様式変更に伴う削除 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
期まで補助対象住居に居住していたことが

わかる書類、給与明細書又は賃金台帳、物

件借上げに係る経費支払書（領収書等）と

する。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、

事業の執行の状況等に関し、事業実施者等

から報告を求めることができる。 

５ 補助金規則第 14条第４項の規定によ

り、市長が完了報告書への記載又は添付を

省略させることができる事項及び書類は、

同規則第 14条第１項第３号に定めるものと

する。 

 

（補助金額の確定通知） 

第 15条 補助金規則第 15条の規定による

補助金額確定の通知は、横浜市介護職員住

居借上支援事業補助金交付額確定通知書

（第９号様式）により行うものとする。 

 

（補助金交付の時期及び請求） 

第 16条 補助金交付請求する時期は、申請

者が、第 15条で定める補助金額確定通知を

期まで補助対象住居に居住していたことが

わかる書類、給与明細書又は賃金台帳、物

件借上げに係る経費支払書（領収書等）と

する。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、

事業の執行の状況等に関し、事業実施者等

から報告を求めることができる。 

５ 補助金規則第 14条第４項の規定によ

り、市長が完了報告書への記載又は添付を

省略させることができる事項及び書類は、

同規則第 14条第１項第３号に定めるものと

する。 

 

（補助金額の確定通知） 

第 15条 補助金規則第 15条の規定による

補助金額確定の通知は、横浜市介護職員住

居借上支援事業補助金交付額確定通知書

（第７号様式）により行うものとする。 

 

（補助金交付の時期及び請求） 

第 16条 補助金交付請求する時期は、申請

者が、前条で定める補助金額確定通知を受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
受けた後とする。 

２ 補助金規則第 18条第１項の規定による

補助金の交付の請求に用いる書類は、横浜

市介護職員住居借上支援事業補助金請求書

（第 10号様式）とする。 

 

第 17条～第 20条 省略 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年８月６日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年 10 月 1 日から施行

し、施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、

けた後とする。 

２ 補助金規則第 18条第１項の規定による

補助金の交付の請求に用いる書類は、横浜

市介護職員住居借上支援事業補助金請求書

（第８号様式）とする。 

 

第 17条～第 20条 省略 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年８月６日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 10月 1日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行し、

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、

 

 

 

 

番号の繰上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 改正内容 
施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月 30日から施行し、

施行の日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行す

る。 

附則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行す

る。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前に

行われた交付の申請については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行の日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月 30日から施行し、

施行の日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行す

る。 

附則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行す

る。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前に

行われた交付の申請については、なお従前

の例による。 

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行す

る。 

２ この要綱の規定は、施行日以後に行わ

れた交付の申請について適用し、同日前に

行われた交付の申請については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
追記 

 
 
 
 
 
 
 



現 行 改正案 改正内容 
別表１ 

算定基準 

①１戸に補

助対象職員

１名で入居

する場合 

 

１戸当たりの月額に 1/2 を

乗じた金額。なお、補助金額

に 1,000 円未満の端数が

あるときは、その端数は切

り捨てるものとする。※上

限２万円（令和４年度以前

から継続して補助対象介護

職員となっている者は３万

円） 

②１戸に複

数名が入居

する場合 

１戸当たりの月額を入居人

数で除した金額（1,000円未

満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨て）と、令和

５年度以降に新規で補助対

象介護職員となった者は２

万円の低い金額を、令和４

年度以前から継続して補助

対象介護職員となっている

者は３万円の低い金額を、

足した金額 

別表１ 

算定基準 

①１戸に補

助対象職員

１名で入居

する場合 

 

１戸当たりの月額に 1/2 を

乗じた金額。なお、補助金額

に 1,000 円未満の端数が

あるときは、その端数は切

り捨てるものとする。※上

限２万円（令和４年度以前

から継続して補助対象介護

職員となっている者は３万

円） 

②１戸に複

数名が入居

する場合 

１戸当たりの月額を入居人

数で除した金額（1,000円未

満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨て）と、令和

５年度以降に新規で補助対

象介護職員となった者は２

万円の低い金額を、令和４

年度以前から継続して補助

対象介護職員となっている

者は３万円の低い金額を、

足した金額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



現 行 改正案 改正内容 
（※）補助対象介護職員として算定される期

間は、住民票等により補助対象介護職員の居

住が確認できる期間で、かつ、雇用証明書に

より職員の雇用が確認できる期間である。 

（※）月単位の補助であり、月の初日から末

日まで補助対象要件を満たした月が補助対

象である。ただし、交付決定後、月の途中で

補助対象要件を満たさなくなる場合は、その

日までを補助対象期間とし、補助対象経費は

日割り計算する。 

（※）補助対象介護職員の家族と同居する

場合は、入居人数に家族を含めないで算出

することができる 

 

（※）補助対象介護職員として算定される期

間は、住民票等により補助対象介護職員の居

住が確認できる期間で、かつ、雇用証明書に

より職員の雇用が確認できる期間である。 

（※）月単位の補助であり、月の初日から末

日まで補助対象要件を満たした月が補助対

象である。ただし、交付決定後、月の途中で

補助対象要件を満たさなくなる場合は、その

日までを補助対象期間とし、補助対象経費は

日割り計算する。 

（※）補助対象介護職員の家族と同居する

場合は、入居人数に家族を含めないで算出

することができる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追記 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

通知返送先住所欄の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付書類の修正 
 

 第１号様式別紙１ 省略 



 
  

現 行 改正案 改正内容 

 
フリガナ欄及び備考欄の追加 

注意事項の追加 



 
 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

様式統合による様式名の修正 
運用変更による民間賃貸住宅に
関する記載欄の削除 
 
 
 
 
 
様式統合による収支予算書欄の
追加 

第２号様式別紙 省略 
 
 
 



  
現 行 改正案 改正内容 

横浜市介護職員住居借上支援事
業計画書に統合したことによる
第３号様式の削除 



  
現 行 改正案 改正内容 

概要欄の削除 
 
交付の時期及び方法に係る文言追加 

番号の繰上げ 



 
  現 行 改正案 改正内容 

 



 
  

現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
事業実施者名欄の削除 



 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

添付書類の修正 
 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
 
通知返送先住所欄の追加 
 
 
 
 
補助事業に要した経費欄に
係る記載欄の追加 



 
  

現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
 
 

様式統合による収支決算書欄
の追加 



  現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 
 



 
 
  

現 行 改正案 改正内容 

横浜市介護職員住居借上支援
事業実施報告書に統合したこ
とによる第８号様式の削除 
 



 
  

現 行 改正案 

 

改正内容 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
 
 
 
文言の追加 



 
  

現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
事業者コード欄の追加 



  現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
 
担当者氏名、電話番号、メ
ールアドレス。通知返送先
住所欄の追加 
 
 
 
 
 
既交付決定額欄の追加 
 
添付書類の修正 
 



  現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 



  現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 



 
  

現 行 改正案 改正内容 

番号の繰上げ 
 
 
 
 
 
文言の修正 
 
法人の名称欄の削除 
承認の内容欄の削除 
交付決定金額欄の追加 
変更理由欄の追加 
 



 
 
 
 
 

現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
運用変更に伴う様式の削除 


